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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要①）
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※厚労省資料
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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要➁） ※厚労省資料
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※厚労省資料
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【厚生労働省が提示する候補区域】
① 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏（宇城）
② 医師少数県の医師少数区域（※本県は医師多数県のため該当しない）
③ 医師少数区域（宇城・菊池）かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏（全国で下位1/4）
（鹿本・阿蘇・球磨）※本県は該当なし

のいずれかに該当する区域
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本県における対応方針
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〇 「総合的な対策パッケージ」の事業は、医師偏在の是正に向けた取組みであることから、本県にお
いては、医師の約６割が熊本市に集中している状況を踏まえ、熊本市を除く全ての区域を重点区域と
して選定することとする。

１ 重点医師偏在対策支援区域の選定について

〇 県医師会を通じ令和７年度末までに承継等に係る設備整備等を行う事例を調査したところ、県内の
複数の診療所から事業活用の意向が示された。

〇 このうち、令和7年度の診療所の承継・開業支援事業に係る支援対象医療機関は、地域における医療
提供体制確保に係る緊急性を踏まえ、次の考え方を全て満たす八代市立坂本診療所（仮称）及び球磨
村診療所の2診療所とする。

＜支援対象医療機関選定の考え方＞
①他に承継・開業する者がいないこと
②地域（旧市町村単位）唯一の医療機関であること
③地元自治体からの支援要望が強いこと

２ 支援対象医療機関の選定について

〇 地域医療対策協議会（本日）、保険者協議会（9/26開催予定）での協議
〇 厚労省からの内示（１０月頃）

※並行して９月県補正予算に係る要求を実施
→医療機関への内示（事業開始）

３ 今後のスケジュール（予定）


